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む
。

）
」
を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中
「
（同

法
第
16条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
み

な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
」
を
削
り
、
「第

18条

」
を

「第
17条

」
に
、
「懲

役

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中
「
（同

法
第
16条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
み

な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
」
を
削
る
。

　
　

附　

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
第
七

号
様
式
の
改
正
規
定
（
「懲

役

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
部
分
に

限
る
。
）
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
百
二
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
八
百
三
十
九
号
町
田

都
市
計
画
緑
地
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

町
田
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

町
田
都
市
計
画
緑
地
事
業
第
三
十
四
号
蓮

田
緑
地

三

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
六
月
十
二
日
か
ら
令
和
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

な
し

目

次

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
取
消
し
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
主
税
局
課
税
部
課
税
指
導
課
）…	

一
二

○
消
防
法
に
基
づ
く
命
令
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
消
防
庁
）…	

一
二

正
　
　
　
誤

○
令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日
付
東
京
都
告
示
第
千
二
百
八

　

十
八
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

一
二

規
　
　
　
則

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
号

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
三
年
東

京
都
規
則
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
第
十
一
条
第
三
項
（
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
第
十
一
条
第
四

項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
（
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
み
な

し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
（
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
み
な

し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「第

11条
第
３
項

（同
法
第
16条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
」
を
「第

11条

第
４
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「
（同

法
第

16条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含

規
　
　
　
則

○
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を

　

改
正
す
る
規
則
…（
福
祉
局
子
供
・
子
育
て
支
援
部
企
画
課
）…	

一

告
　
　
　
示

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）…	
一

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
解
散
認
可
（
二
件
）
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…	

二

○
都
営
住
宅
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）…	

二

○
都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

二

○
都
営
改
良
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

五

○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

六

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　

域
の
指
定
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）…	

六

○
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
道

　

路
の
指
定
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）…	

九

○
港
湾
施
設
の
変
更
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）…	

一
二

○
港
湾
施
設
の
供
用
中
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

一
二

公
　
　
　
告

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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◉
東
京
都
告
示
第
百
三
十
一
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
百
三
十
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
四
十
五

条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
武
蔵
小
山
駅
前
通
り
地
区
市
街
地
再
開

発
組
合
の
解
散
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
百
二
十
九
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
四
十
五

条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
大
井
一
丁
目
南
第
１
地
区
市
街
地
再
開

発
組
合
の
解
散
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

　
　

名　
　

称

　
　

位　
　

置

　
　

構
造
及
び
規
模

戸　

数

仙
川
ア
パ
ー
ト

（
５
号
棟
）

調
布
市
緑
ケ
丘
二
丁
目
二
十
五
番

地

中
層
耐
火　
　

四
八
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三
二
戸

仙
川
ア
パ
ー
ト

（
11
号
棟
）

同
右

同
右　
　
　
　

五
三
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

◉
東
京
都
告
示
第
百
三
十
二
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
七
年
三
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子
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種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営 高層耐火 明石町第２アパート（１０号棟） 中央区明石町13 50.9 1 46,200 82,500

一般都営 高層耐火 芝五丁目アパート（２号棟） 港区芝5-18 42.2 2 40,300 94,700

一般都営 中層耐火 戸山ハイツアパート（９号棟） 新宿区戸山2-9 38.3 1 32,000 77,000

一般都営 中層耐火 戸山ハイツアパート（１２号棟） 新宿区戸山2-12 33.8 1 28,400 74,600

一般都営 中層耐火 戸山ハイツアパート（２２号棟） 新宿区戸山2-22 38.8 1 32,700 80,100

一般都営 高層耐火 戸山ハイツアパート（３０号棟） 新宿区戸山2-30 40.1 1 33,800 89,200

一般都営 高層耐火 戸山ハイツアパート（３５号棟） 新宿区戸山2-35 40.1 1 34,200 84,600

一般都営 高層耐火 戸山ハイツアパート（２８号棟） 新宿区戸山2-28 43.3 1 37,100 81,000

一般都営 高層耐火 西大久保四丁目アパート（１号棟） 新宿区戸山3-18 37.3 1 32,900 75,400

一般都営 高層耐火 文花一丁目アパート（３５号棟） 墨田区文花1-28 37.8 2 25,800 49,300

一般都営 高層耐火 文花一丁目アパート（３６号棟） 墨田区文花1-28 37.8 1 25,800 49,300

一般都営 高層耐火 立花一丁目アパート（６号棟） 墨田区立花1-27 42.2 2 29,800 55,000

一般都営 高層耐火 江東橋四丁目アパート（２号棟） 墨田区江東橋4-30 43.9 1 33,100 64,300

一般都営 高層耐火 白鬚東アパート（３号棟） 墨田区堤通2-4 59.7 1 43,900 70,200

一般都営 高層耐火 白鬚東アパート（５号棟） 墨田区堤通2-5 59.7 1 43,900 70,200

一般都営 高層耐火 八広五丁目アパート（１号棟） 墨田区八広5-10 55.9 1 40,200 79,200

一般都営 中層耐火 南砂三丁目アパート（１１号棟） 江東区南砂3-11 33.4 1 26,100 55,400

一般都営 中層耐火 辰巳一丁目アパート（３１号棟） 江東区辰巳1-8 36.6 1 28,600 54,300

一般都営 高層耐火 東砂七丁目アパート（３５号棟） 江東区東砂7-17 51.2 1 41,900 77,100

一般都営 中層耐火 東砂二丁目アパート（７号棟） 江東区東砂2-13 33.4 1 26,200 43,800

一般都営 高層耐火 東陽三丁目アパート（２号棟） 江東区東陽3-22 34.4 1 27,900 38,600

一般都営 高層耐火 北砂一丁目第３アパート（２号棟） 江東区北砂1-3 42.0 2 33,600 58,900

一般都営 高層耐火 東雲二丁目アパート（４号棟） 江東区東雲2-4 51.2 2 42,500 89,000

一般都営 高層耐火 扇橋三丁目アパート（１３号棟） 江東区扇橋3-20 55.9 1 46,700 74,500

一般都営 高層耐火 塩浜一丁目第２アパート（４号棟） 江東区塩浜1-3 51.2 1 43,700 85,400

一般都営 高層耐火 亀戸九丁目アパート（２号棟） 江東区亀戸9-33 51.2 1 42,600 72,000

一般都営 高層耐火 八潮五丁目アパート（４号棟） 品川区八潮5-1 59.6 1 52,300 103,700

一般都営 中層耐火 大森西三丁目第５アパート（１号棟） 大田区大森西3-9 51.0 1 43,100 85,300

一般都営 高層耐火 矢口二丁目アパート（１５号棟） 大田区矢口2-21 32.9 1 26,000 38,700

一般都営 高層耐火 矢口二丁目アパート（１６号棟） 大田区矢口2-21 36.5 1 28,800 41,400

一般都営 高層耐火 東糀谷五丁目アパート（１４号棟） 大田区東糀谷5-17 51.2 2 42,300 70,600

一般都営 高層耐火 大森東一丁目アパート（２号棟） 大田区大森東1-31 59.6 1 49,900 89,400

一般都営 高層耐火 大森東一丁目アパート（３号棟） 大田区大森東1-31 59.6 1 49,900 89,400

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営 中層耐火 新町二丁目アパート（１号棟） 世田谷区新町2-23 59.6 1 50,700 121,800

一般都営 中層耐火 桜丘二丁目第２アパート（１号棟） 世田谷区桜丘2-4 55.9 1 46,700 102,300

一般都営 中層耐火 桜丘二丁目第２アパート（２号棟） 世田谷区桜丘2-4 55.9 1 46,700 102,300

一般都営 中層耐火 代田一丁目第２アパート（６号棟） 世田谷区代田1-10 42.3 1 34,900 73,400

一般都営 高層耐火 渋谷東二丁目第２アパート（３６号棟） 渋谷区東2-25 34.4 2 30,500 85,100

一般都営 高層耐火 広尾五丁目アパート（１号棟） 渋谷区広尾5-7 37.9 2 35,700 103,600

一般都営 高層耐火 丸山二丁目アパート（１号棟） 中野区丸山2-24 40.2 1 29,100 60,000

一般都営 中層耐火 上井草四丁目アパート（３号棟） 杉並区上井草4-17 36.4 1 26,700 62,500

一般都営 高層耐火 駒込二丁目アパート（４号棟） 豊島区駒込2-2 51.2 1 43,200 79,400

一般都営 中層耐火 西ケ丘二丁目第２アパート（３号棟） 北区西が丘2-17 48.1 1 39,200 77,800

一般都営 中層耐火 滝野川三丁目アパート（１１号棟） 北区滝野川3-69 39.0 1 30,400 57,900

一般都営 高層耐火 滝野川三丁目アパート（１４号棟） 北区滝野川3-71 42.2 1 33,400 70,800

一般都営 高層耐火 滝野川三丁目第２アパート（１６号棟） 北区滝野川3-80 37.3 1 29,600 50,800

一般都営 高層耐火 滝野川三丁目第２アパート（１６号棟） 北区滝野川3-80 42.2 1 33,500 55,000

一般都営 中層耐火 稲付二丁目アパート（２号棟） 北区赤羽南2-7 33.4 1 25,500 47,100

一般都営 中層耐火 赤羽西五丁目アパート（８号棟） 北区赤羽西5-4 39.0 1 29,900 54,300

一般都営 中層耐火 赤羽北三丁目アパート（６号棟） 北区赤羽北3-11 51.0 2 40,900 81,400

一般都営 中層耐火 蓮根三丁目第２アパート（２号棟） 板橋区蓮根3-6 48.1 1 37,600 78,400

一般都営 中層耐火 坂下一丁目第４アパート（１０号棟） 板橋区坂下1-36 51.0 1 38,500 69,100

一般都営 高層耐火 新河岸一丁目アパート（２号棟） 板橋区新河岸1-3 51.2 1 38,300 70,500

一般都営 高層耐火 蓮根三丁目アパート（２号棟） 板橋区蓮根3-15 51.2 1 38,800 72,900

一般都営 高層耐火 練馬春日町五丁目アパート（２号棟） 練馬区春日町5-29 51.2 1 40,000 81,900

一般都営 中層耐火 練馬春日町三丁目第２アパート（１号棟） 練馬区春日町3-3 55.9 1 43,900 94,600

一般都営 中層耐火 練馬関町北三丁目第２アパート（４号棟） 練馬区関町北3-9 62.1 1 49,000 106,200

一般都営 中層耐火 豊玉仲町三丁目アパート（２号棟） 練馬区豊玉中3-5 39.0 1 29,100 67,500

一般都営 中層耐火 南田中アパート（７号棟） 練馬区南田中3-31 33.4 1 24,300 51,900

一般都営 中層耐火 南田中アパート（９号棟） 練馬区高野台1-1 37.0 1 26,700 54,900

一般都営 中層耐火 南田中アパート（１８号棟） 練馬区南田中5-25 32.6 1 23,600 48,300

一般都営 中層耐火 南田中アパート（４１号棟） 練馬区石神井町1-1 37.3 1 27,200 56,900

一般都営 中層耐火 豊玉北三丁目アパート（１号棟） 練馬区豊玉北3-7 51.0 1 39,600 88,300

一般都営 高層耐火 光が丘第２アパート（５-５-１号棟） 練馬区光が丘5-5 61.4 1 49,200 111,700

一般都営 高層耐火 光が丘第２アパート（５-５-６号棟） 練馬区光が丘5-5 61.4 1 49,200 111,700

一般都営 中層耐火 六月町一丁目アパート（２号棟） 足立区六月1-33 37.3 1 25,200 43,600
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種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営 中層耐火 六月町一丁目アパート（４号棟） 足立区六月1-33 33.4 1 22,600 39,400

一般都営 中層耐火 保木間第５アパート（７号棟） 足立区南花畑5-15 33.4 1 22,200 37,100

一般都営 中層耐火 保木間第５アパート（１８号棟） 足立区南花畑5-15 37.3 1 24,700 41,400

一般都営 中層耐火 保木間第４アパート（１１号棟） 足立区東保木間1-5 33.4 1 22,400 38,700

一般都営 中層耐火 保木間第４アパート（１５号棟） 足立区東保木間1-5 37.3 1 25,000 43,600

一般都営 高層耐火 西保木間四丁目アパート（１６号棟） 足立区西保木間4-5 37.9 1 25,600 42,600

一般都営 中層耐火 谷在家アパート（１１号棟） 足立区谷在家3-22 35.7 1 24,200 41,600

一般都営 高層耐火 千住元町アパート（２号棟） 足立区千住元町34 37.9 2 26,300 36,200

一般都営 高層耐火 千住元町アパート（４号棟） 足立区千住元町34 33.6 1 22,900 33,300

一般都営 高層耐火 六ツ木町アパート（４号棟） 足立区六木1-5 40.5 1 27,200 43,000

一般都営 中層耐火 花畑第５アパート（４号棟） 足立区花畑2-11 36.4 1 24,600 42,800

一般都営 中層耐火 舎人町アパート（１号棟） 足立区舎人6-11 56.8 1 40,200 69,200

一般都営 中層耐火 青井三丁目アパート（２号棟） 足立区青井3-10 51.0 1 37,200 75,300

一般都営 高層耐火 足立加賀二丁目アパート（６号棟） 足立区加賀2-31 55.9 1 39,700 71,700

一般都営 中層耐火 柴又一丁目第３アパート（２号棟） 葛飾区柴又1-12 59.6 1 44,600 89,500

一般都営 高層耐火 青戸三丁目アパート（７号棟） 葛飾区青戸3-8 51.2 1 37,900 73,300

一般都営 中層耐火 青戸三丁目アパート（８号棟） 葛飾区青戸3-8 51.0 1 37,700 72,900

一般都営 中層耐火 東金町五丁目アパート（３号棟） 葛飾区東金町5-30 48.1 1 35,300 63,100

一般都営 高層耐火 葛飾新宿一丁目アパート（１号棟） 葛飾区新宿1-2 48.1 1 34,900 64,500

一般都営 高層耐火 西新小岩一丁目アパート（２号棟） 葛飾区西新小岩1-1 55.9 1 42,400 74,200

一般都営 中層耐火 平井一丁目アパート（７号棟） 江戸川区平井3-4 33.4 1 24,500 42,900

一般都営 高層耐火 平井一丁目アパート（１１号棟） 江戸川区平井3-4 37.9 1 27,800 52,100

一般都営 高層耐火 平井一丁目アパート（１３号棟） 江戸川区平井3-4 37.9 2 27,800 52,100

一般都営 高層耐火 平井一丁目アパート（１４号棟） 江戸川区平井3-4 37.9 1 27,800 52,100

一般都営 中層耐火 平井四丁目アパート（１号棟） 江戸川区平井7-23 39.0 1 28,300 47,800

一般都営 中層耐火 平井七丁目第２アパート（１４号棟） 江戸川区平井7-18 36.4 1 27,400 44,300

一般都営 高層耐火 清新町二丁目アパート（２号棟） 江戸川区清新町2-8 55.9 1 44,100 85,200

一般都営 中層耐火 多摩ニュータウン鹿島団地（１６-２号棟） 八王子市鹿島16 51.1 1 26,200 44,200

一般都営 中層耐火 大和田七丁目アパート（１号棟） 八王子市大和田町7-6 60.9 1 33,300 66,300

一般都営 中層耐火 大和田七丁目アパート（２号棟） 八王子市大和田町7-6 60.9 1 33,300 66,300

一般都営 中層耐火 多摩ニュータウン南大沢団地（３-４-３号棟） 八王子市南大沢3-4 60.7 1 35,200 74,300

一般都営 中層耐火 立川松中アパート（１６号棟） 立川市一番町5-8 35.7 1 17,000 32,300

一般都営 中層耐火 立川富士見町六丁目アパート（５３号棟） 立川市富士見町6-53 42.3 1 23,200 44,800

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営 中層耐火 立川柴崎町六丁目アパート（５号棟） 立川市柴崎町6-5 55.9 1 32,700 68,600

一般都営 中層耐火 上連雀九丁目第２アパート（２号棟） 三鷹市上連雀9-31 55.9 1 40,900 85,400

一般都営 中層耐火 中原四丁目第１アパート（１号棟） 三鷹市中原4-17 42.3 1 29,700 49,700

一般都営 中層耐火 府中美好町二丁目アパート（１号棟） 府中市美好町2-4 51.0 2 28,600 65,500

一般都営 中層耐火 紅葉丘一丁目アパート（２号棟） 府中市紅葉丘1-32 62.1 1 39,000 92,000

一般都営 中層耐火 府中栄町一丁目アパート（３号棟） 府中市栄町1-20 55.9 1 32,500 76,800

一般都営 高層耐火 調布くすのきアパート（１号棟） 調布市国領町3-8 53.5 1 29,600 68,100

一般都営 高層耐火 調布くすのきアパート（７号棟） 調布市国領町8-1 51.2 2 30,300 78,100

一般都営 中層耐火 調布若葉町二丁目アパート（１号棟） 調布市若葉町2-4 58.1 1 36,600 99,000

一般都営 中層耐火 金森第３アパート（６号棟） 町田市金森7-19 60.2 1 34,200 68,500

一般都営 中層耐火 町田中里橋アパート（４号棟） 町田市木曽西1-33 39.0 1 18,800 38,400

一般都営 中層耐火 成瀬アパート（１３号棟） 町田市成瀬7-10 51.0 1 27,200 55,600

一般都営 高層耐火 成瀬アパート（６号棟） 町田市成瀬7-10 55.9 1 30,200 67,000

一般都営 高層耐火 成瀬アパート（５号棟） 町田市成瀬7-10 55.9 1 31,200 67,900

一般都営 中層耐火 忠生三丁目アパート（１号棟） 町田市忠生3-6 55.9 1 30,000 58,000

一般都営 中層耐火 山崎町アパート（７号棟） 町田市山崎町840 60.9 1 32,000 59,200

一般都営 高層耐火 武蔵岡アパート（７号棟） 町田市相原町3190-7 55.9 1 29,600 61,500

一般都営 中層耐火 小金井東町三丁目第２アパート（３号棟） 小金井市東町3-9 62.1 1 39,500 101,000

一般都営 中層耐火 上水南町アパート（２号棟） 小平市上水南町3-1 55.9 1 32,200 77,800

一般都営 中層耐火 東村山萩山町二丁目アパート（６号棟） 東村山市萩山町2-13 60.2 1 35,400 75,500

一般都営 中層耐火 秋津町五丁目アパート（３号棟） 東村山市秋津町5-1 59.6 1 36,000 78,400

一般都営 中層耐火 東村山富士見町アパート（３号棟） 東村山市富士見町2-9 42.3 1 22,900 46,500

一般都営 中層耐火 田無緑町三丁目アパート（６号棟） 西東京市緑町3-8 59.6 1 37,300 84,500

一般都営 中層耐火 田無北原町アパート（４号棟） 西東京市北原町2-12 62.1 1 38,900 91,300

一般都営 中層耐火 西原町一丁目アパート（３号棟） 西東京市西原町1-7 51.1 1 31,400 73,200

一般都営 中層耐火 田無本町七丁目アパート（１５号棟） 西東京市田無町7-9 55.9 1 33,500 73,600

一般都営 高層耐火 田無芝久保五丁目第２アパート（４６号棟） 西東京市芝久保町5-4 55.9 1 34,000 76,500

一般都営 高層耐火 田無谷戸町一丁目アパート（２号棟） 西東京市谷戸町1-17 59.6 3 38,200 92,300

一般都営 中層耐火 ひばりが丘二丁目アパート（５号棟） 西東京市ひばりが丘2-3 61.5 1 42,400 93,700

一般都営 中層耐火 柳沢一丁目アパート（２号棟） 西東京市柳沢1-15 55.8 1 37,200 86,900

一般都営 中層耐火 狛江アパート（１９号棟） 狛江市和泉本町4-7 37.0 1 17,900 45,800

一般都営 中層耐火 狛江アパート（２９号棟） 狛江市和泉本町4-7 33.4 1 16,500 45,800

一般都営 中層耐火 狛江アパート（３８号棟） 狛江市和泉本町4-7 33.4 1 16,500 45,800
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一般都営 中層耐火 狛江アパート（４１号棟） 狛江市和泉本町4-7 37.3 1 18,500 48,600

一般都営 中層耐火 八幡町第１アパート（１号棟） 東久留米市八幡町2-11 38.3 1 20,200 37,200

一般都営 中層耐火 多摩ニュータウン諏訪団地（４-２-７号棟） 多摩市諏訪4-2 37.7 1 17,400 31,400

一般都営 中層耐火 多摩ニュータウン諏訪団地（４-３-１０号棟） 多摩市諏訪4-3 37.7 1 17,400 31,400

一般都営 中層耐火 多摩ニュータウン諏訪団地（４-４-１号棟） 多摩市諏訪4-4 56.8 1 30,000 55,800

一般都営 中層耐火 多摩ニュータウン和田団地（３-５-１号棟） 多摩市和田3-5 37.7 1 17,700 35,200

一般都営 高層耐火 多摩ニュータウン愛宕団地（１-２-２号棟） 多摩市愛宕1-2 38.7 1 18,300 36,900

一般都営 中層耐火 多摩ニュータウン鶴牧団地（２号棟） 多摩市鶴牧5-40 61.3 1 35,100 71,600

一般都営 中層耐火 稲城アパート（１７号棟） 稲城市大丸630 48.1 1 27,300 65,300

一般都営 中層耐火 瑞穂アパート（３４号棟） 瑞穂町むさし野1-5 36.4 1 16,000 32,400

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

使用料
（円、月額／戸）

改良 高層耐火 市ヶ谷富久町アパート（１号棟） 新宿区富久町22-24 37.5 1 31,400

改良 高層耐火 白鬚東アパート（１７号棟） 墨田区堤通2-10 63.4 1 45,700

改良 高層耐火 白鬚東アパート（１７号棟） 墨田区堤通2-10 51.3 1 37,000

改良 高層耐火 東陽一丁目アパート（５号棟） 江東区東陽1-39 36.6 1 29,800

改良 中層耐火 南砂五丁目アパート（１０号棟） 江東区南砂5-24 33.4 1 26,000

改良 中層耐火 阿佐ヶ谷北三丁目アパート（２５号棟） 杉並区阿佐谷北3-32 35.1 2 25,600
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を
指
定
す

る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

要
措
置
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
日
野
市
日
野
台
三
丁
目
地

内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

六
価
ク
ロ
ム
化
合

物
、
シ
ア
ン
化
合
物
並
び
に
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三　

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
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◉
東
京
都
告
示
第
百
三
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
日
野
市
日
野
台

三
丁
目
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合

物
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

三　

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

起点

【格子の回転角度（69度0分21.39秒）】

【起点】

起点は、日野市日野台三丁目1番1の最北端とする。

【凡例】

単位区画

敷地境界

筆境界

別図

要措置区域

格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び

南北方向に引いた線並びにこれらと平行して

10m間隔で引いた線により構成されている格子を、

起点を中心として、右回りに回転させた角度を示す。

調査対象地

69度
0分

21.39秒

日野市日野台三丁目1番1三丁目1番34

四丁目31番5

三丁目1番32
三丁目1番33

四丁目31番1

三丁目1番35
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◉
東
京
都
告
示
第
百
三
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
東
村
山
市
久
米

川
町
五
丁
目
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

日野市日野台三丁目1番1三丁目1番34

四丁目31番5

三丁目1番32 三丁目1番33

四丁目31番1

三丁目1番35

【格子の回転角度（69度0分21.39秒）】

【起点】

【凡例】

単位区画

敷地境界

筆境界

形質変更時要届出区域

格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び

南北方向に引いた線並びにこれらと平行して

10m間隔で引いた線により構成されている格子を、

起点を中心として、右回りに回転させた角度を示す。

調査対象地

起点

69度
0分

21.39秒

起点は、日野市日野台三丁目1番1の最北端とする。

拡大図

拡大図

別図
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◉
東
京
都
告
示
第
百
三
十
八
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

路
線
名　
　
　
　

都
道
御
蔵
島
環
状
線

二　

指
定
す
る
区
間　

	

御
蔵
島
村
字
登
り
立
千
二
百
八
十
八
番
地
先

か
ら
同
村
字
火
の
元
千
三
百
七
十
四
番
地
先

ま
で

三　

指
定
の
概
要　
　

別
図
表
示
の
と
お
り

起点

東村山市久米川町五丁目 34番4

　　【格子の回転角度（84度9分29秒）】

格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北方向に引いた

線並びにこれらと平行して10ｍ間隔で引いた線により構成されてい

る格子を、起点を中心として、右回りに回転させた角度を示す。

【凡例】

　　　　敷地境界

　　　　単位区画

　　　　形質変更時要届出区域

84度9分29秒

北

　　【起点】

起点は、東村山市久米川町五丁目34

番4の最北端とする。
X=-24943.313 Y=-32511.103

別図

※起点の座標は、測量法（昭和24年法律第188号）の規定により、

世界測地系座標計算によって作成した。
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12令和7年2月28日（金曜日）（第18254号） 東　京　都　公　報
お
り
公
告
す
る
。

令
和
７
年
２
月
28日

　
　
　
　
　
　
　
東
京
消
防
庁

渋
谷
消
防
署
長
　
喜
　
多
　
洋
　
樹

１
　
防
火
対
象
物
の
所
在
地

渋
谷
区
渋
谷
三
丁
目
15番

５
号

２
　
防
火
対
象
物
の
名
称

グ
リ
ー
ム
ビ
ル

３
　
命
令
を
受
け
た
者

有
限
会
社
萩
原
無
線

取
締
役
　
萩
原
　
健
久

４
　
命
令
事
項

⑴
	　
令
和
７
年
１
月
29日

ま
で
に
、

２
の
防
火
対
象
物
の
８
階
階
段
上

倉
庫
内
に
自
動
火
災
報
知
設
備
の

感
知
器
を
技
術
上
の
基
準
に
従
っ

て
設
置
す
る
こ
と
。

⑵
	　
令
和
７
年
１
月
29日

ま
で
に
、

２
の
防
火
対
象
物
の
５
階
に
避
難

器
具
を
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て

設
置
す
る
こ
と
。

⑶
	　
令
和
７
年
１
月
29日

ま
で
に
、

２
の
防
火
対
象
物
の
屋
上
に
連
結

送
水
管
の
放
水
口
を
技
術
上
の
基

準
に
従
っ
て
設
置
す
る
こ
と
。

⑷
	　
令
和
７
年
５
月
29日

ま
で
に
、

２
の
防
火
対
象
物
に
屋
内
消
火
栓

設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

５
　
命
令
年
月
日

令
和
６
年
11月

29日

◉
東
京
都
告
示
第
百
四
十
一
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
の
供
用
を
中
止
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

種
類

名
称

規
模

所
在
地

期
間

桟
橋

晴
海
ふ

頭
桟
橋

七
六
九
・
六
八

メ
ー
ト
ル
の
う

ち
三
三
二
・
〇

〇
メ
ー
ト
ル

中
央
区
晴

海
五
丁
目

四
番
地
先

令
和
七
年
三
月
一

日
か
ら
同
月
三
十

一
日
ま
で

公
　
　
　
告

軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
に

つ
い
て

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十

四
条
の
九
第
三
項
及
び
東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都

条
例
第
五
十
六
号
）
第
百
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
約

業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

氏
名
又
は

名
称

代
表
者
の

氏
名　
　

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

取
消
年
月
日

田
辺
株
式

会
社

田
辺　

德
之

葛
飾
区
鎌
倉
四
丁
目

十
七
番
十
一
号

令
和
七
年
一
月

三
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
百
三
十
九
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
の
規
模
を
次
の
と
お
り
変

更
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

種
類

名
称

規　
　

模

所
在
地

変
更
年

月
日

変
更
前

変
更
後

港
湾

施
設

用
地

十
号
地

そ
の
二

地
区
港

湾
施
設

用
地

五
四
七
、

六
三
五
・

八
四
平
方

メ
ー
ト
ル

五
五
一
、

〇
八
七
・

〇
一
平
方

メ
ー
ト
ル

江
東
区
有
明

四
丁
目

令
和
七

年
三
月

一
日

◉
東
京
都
告
示
第
百
四
十
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
の
規
模
を
次
の
と
お
り
変

更
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

種
類

名
称

規　
　

模

所
在
地

変
更
年

月
日

変
更
前

変
更
後

冷
蔵

コ
ン

テ
ナ

用
荷

役
施

設

中
央
防

波
堤
内

側
内
貿

ふ
頭
冷

蔵
コ
ン

テ
ナ
用

荷
役
施

設

二
八

四
二

江
東
区
海
の

森
二
丁
目
一

番

令
和
七

年
三
月

一
日

　
消
防
法
に
基
づ
く
命
令
の
公
告
に
つ
い
て

消
防
法
（
昭
和
23年

法
律
第
186号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
17条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
命
令
を
行
っ
た
の
で
、
同
条
第

３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

正
　
　
　
誤

○
令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日
付
東
京
都
告
示
第
千
二
百
八
十
八
号

八
ペ
ー
ジ
下
段
中
「
御
蔵
島
御
蔵
村
」
を
「
御
蔵
島
村
」
に
訂
正

す
る
。
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京
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目
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